
（仮称）射水市ビジネスサポートセンター運営業務委託に係る 

サウンディング型市場調査実施要領 

 

１ 調査の目的 

 社会経済情勢が日々変化する中にあって、中小企業等を取り巻く状況は、

多様化・複雑化しています。また、少子高齢化の進展に伴い、事業承継や雇

用確保といった大きな課題のほか、ＤＸやＧＸといった新たな取組への対応

も求められています。 

こうした状況を踏まえ、本市では、これからの中小企業等の支援にあたっ

ては、高い専門性を兼ね備えた相談員を配置するなど、強固な相談体制を確

立する必要があると考えており、商工団体や金融機関等と連携しながら、（仮

称）射水市ビジネスサポートセンターを開設することにより、企業のチャレ

ンジを応援し、中小企業振興に取り組みたいと考えております。 

また、市内に高等教育機関が複数ある立地を生かして、企業と学生との交

流を推進するとともに、学生の起業や創業を支援する場としての役割も担う

ことを想定しています。 

つきましては、今年度の業務委託に向けて、公募への参加意欲のある事業

者の皆様と対話を通じて、事業者の意向等を把握し、公募に向けた条件を整

理するために、サウンディング型市場調査を実施します。 

 

２ サウンディングの概要 

⑴   調査の名称 

   （仮称）射水市ビジネスサポートセンター運営業務委託に係るサウンデ

ィング型市場調査 

⑵ 調査の対象 

 ア 想定する対象業務 

（ア）市内中小企業等の相談支援業務 

・ビジネス課題（財務状況の改善、経営の安定化、経営革新、知的所有

権等）における改善事項の抽出と課題解決のための改善対応の支援 

・販路拡大や新商品開発など新たな取組に対する支援 

・ＤＸ・ＧＸ支援 

・起業・創業支援 

・事業者に対する総合的な伴走型支援及びプッシュ型支援 

・支援機関等との連携 

・地域経済の動向把握 

・商店街等の空き店舗の紹介 



・射水市中小企業振興補助金等の活用支援 等 

（イ）事業承継支援 

・事業承継を希望する既存事業者と創業希望者（事業継承希望者）との

マッチング 

・事業承継研修会の開催 

・県事業承継・引継ぎ支援センター等関係機関との連携 等 

  （ウ）学生の起業支援 

  （エ）高等教育機関の学生と企業との交流支援 

  （オ）センターの運営 

・センターの維持管理業務 

・事業全般における SNS 等を利用した情報発信とホームページの管理等 

・その他、市内の産業支援及び育成、高等教育機関との連携に関する事

業全般  

イ 業務期間（案） 

   契約締結日（令和６年１２月頃を想定）から令和９年３月３１日まで 

⑶ 対象者 

  本業務委託への参画を検討している団体（グループで参加する場合は、

主たる役割を担う代表者を選定してください。） 

 ※ 法人格を有する必要はありませんが、個人での参加はできません。 

⑷ 参加資格 

次のいずれかに該当する場合は、対話への参加者として認めないことと

します。 

ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号に規定する暴力団及びそれらの利益となる活動を行う

団体 

イ 射水市暴力団排除条例（平成２４年３月条例第１号）第２条第２号に規

定する暴力団員若しくは同条第３号に規定する暴力団員等と関係を有す

る団体 

⑸ 対話のテーマ（予定） 

① 本業務委託への参加意欲について 

② 業務の範囲について 

③ 業務の実施体制について（センター長など人員配置、開設日時等） 

④ 業務の実施場所について 

⑤ 商工団体等関係機関との連携について 

⑥ 他の民間事業者や地域の関係者等との連携について 



⑦ 成果指標について（事業を実施することでの経済波及効果等） 

⑧ 業務の実施開始までのスケジュールについて 

⑨ 本業務委託の契約期間について 

⑩ 概算事業費について 

⑪ 上記２⑵アの業務以外に実施可能な独自の提案について 

⑫ その他要望、意見について 

 

３ サウンディングの参加申込方法と流れ 

⑴   サウンディングの参加申込み 

  令和６年７月８日（月）午後４時までに、別紙「エントリーシート」に

必要事項を記入の上、「５ 問い合わせ先」にＥメールにて提出してくださ

い。 

⑵ サウンディングの実施 

 ア 実施期間 

   令和６年７月２２日（月）から７月３１日（水）までの期間のうち１

日 

 イ 所要時間 

   １時間程度 

 ウ 実施場所 

   射水市役所大島分庁舎 

  ※ 希望する場合は、オンラインでも対応可能です。 

 エ その他 

  ・ サウンディングは、事業者のアイデア・ノウハウを保護するために

個別に実施します。 

・ 限られた時間で有効な対話を行うため、説明のために必要な資料を

前日までにメールで提出してください。 

⑶ サウンディング結果の公表 

   サウンディングの実施結果については、後日ホームページにて概要の公

表を予定しています。公表については、参加事業者の名称は非公開とし、

また、公表に当たっては事前に参加事業者へ公表内容の確認を行います。 

⑷ スケジュール 

実施要領の公表（市ホームページの掲載） 令和６年６月２４日（月） 

サウンディング参加申込期限 令和６年７月 ８日（月） 

サウンディングの実施（平日のみ） 令和６年７月２２日（月） 

      ～３１日（水） 



実施結果概要の公表 令和６年９月上旬予定 

 

４ 留意事項 

⑴ 参加事業者の取扱い 

 ・ サウンディングへの参加実績は、事業者公募時における評価の対象と

はなりません。 

 ・ 対話内容は、今後の検討における参考とさせていただきます。ただし、

本市及び参加事業者の皆様のいずれの発言も、あくまで対話時点での想

定のものとし、何ら約束するものではないことをご理解ください。 

⑵ 費用負担 

  サウンディングの参加に要する費用は、参加事業者の負担とします。 

⑶ 追加対話の協力 

   本サウンディング終了後も、必要に応じて追加の対話やアンケート調査

等を実施させていただくことがあります。その際にはご協力をお願いいた

します。 

 ⑷ 提出書類の取扱い・著作権等 

 ・ 提出書類の著作権は参加者に帰属しますが、提出書類は返却しません。 

 ・ 提出書類については、本調査の結果発表や今後の事業者公募に向けた検

討以外の目的で使用することはありません。 

  ・ 本市が資料を提供した場合、その資料は本調査の参加に係る検討以外

の目的での使用を禁止します。 

 

５ 問い合わせ先 

  〒９３９－０２９２ 射水市小島７０３番地（大島分庁舎） 

  射水市産業経済部商工企業立地課（担当：大久保、杉森） 

  ＴＥＬ：０７６６－５１－６６７５ 

  Ｅメール：kigyou@city.imizu.lg.jp 

 

 

 

（参考） 

 第３次射水市中小企業振興計画 

 https://www.city.imizu.toyama.jp/appupload/EDIT/126/126123.pdf 
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